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問い合わせ 臨時福祉給付⾦推進室
（   0570・021・192）

年⾦⽣活者等⽀援
臨時福祉給付⾦

　

国
が
取
り
組
む
〝一
億
総
活
躍

社
会
〞
の
実
現
に
向
け
て
、
賃
金

引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い

低
年
金
受
給
者
へ
の
支
援
を
行
う

と
と
も
に
、
高
齢
者
世
帯
の
年
金

も
含
め
た
所
得
全
体
の
底
上
げ
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、「
年
金
生
活

者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
」
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

■
高
齢
者
向
け
の
給
付
金

基 

準
日　

平
成
27
年
１
月
１
日
時

点
で
、
交
野
市
に
住
民
票
が
あ

る
人

対 

象
者　

28
年
度
中
に
65
歳
以
上

に
な
る
（
昭
和
27
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
）
人
で
、
27

年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
、
か

つ
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

人
の
扶
養
親
族
で
な
い
人

※ 

生
活
保
護
の
受
給
者
は
、
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

支 
給
額　

１
人
に
つ
き
３
万
円

（
１
回
限
り
）

申 

請
期
間　

５
月
２
日
（
月
）
〜

８
月
２
日（
火
）

※ 

申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、
４
月
下
旬
か
ら
順
次
、
制

度
の
案
内
や
申
請
書
な
ど
を
送

付
し
ま
す
。

■ 

臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給

付
措
置
）
お
よ
び
、
障
害
・
遺

族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
の
給

付
金

　

次
の
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
９

月
か
ら
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

▽ 

26
年
度
か
ら
、
消
費
税
引
き
上

げ
に
伴
い
実
施
さ
れ
た
「
臨
時

福
祉
給
付
金
」
が
、
引
き
続
き

支
給
さ
れ
ま
す
。

▽ 

新
た
に
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族

基
礎
年
金
の
受
給
者
向
け
の
給

付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※ 

支
給
額
な
ど
の
詳
細
は
、「
広
報

か
た
の
」
８
月
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■
給
付
金
の
詐
欺
に
ご
注
意
！

　
「
高
齢
者
向
け
の
給
付
金
」（
３

万
円
）
を
装
っ
た
、
振
り
込
め
詐

欺
や
個
人
情
報
の
詐
取
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
や
厚
生

労
働
省
な
ど
を
か
た
っ
た
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い

た
ら
、
迷
わ
ず
市
役
所
か
交
野
警

察
署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽ 

市
や
厚
生
労
働
省
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

や
、
給
付
の
た
め
に
手
数
料
な

ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
、絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 

厚
生
労
働
省
が
住
民
の
み
な
さ

ん
の
世
帯
構
成
や
銀
行
口
座
の

番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照
会

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

問 

い
合
わ
せ　

交
野
警
察
署
（
℡  

８
９
１
・
１
２
３
４
）
か
、
警

察
相
談
専
用
電
話
（
＃
９
１
１

０
）

　

さ
ま
ざ
ま
な
暮
ら
し
方
に
合

っ
た
料
金
体
系
、
ガ
ス
や
通
信

な
ど
の
電
力
以
外
の
商
品
や
サ

ー
ビ
ス
契
約
と
の
セ
ッ
ト
割
引

な
ど
が
あ
り
、
お
得
な
会
社
・

プ
ラ
ン
は
、
家
庭
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
き
ま
す
。十
分
に
情
報

を
集
め
て
比
較
し
、
検
討
し
ま

し
ょ
う
。

　
「
小
規
模
会
社
と
契
約
す
る

と
停
電
が
増
え
る
」「
ス
マ
ー
ト

メ
ー
タ
ー
に
取
り
換
え
る
と
費

用
が
か
か
る
」と
い
う
説
明
は
、

う
そ
で
す
。突
然
の
電
話
や
訪

問
で
勧
誘
さ
れ
て
、
よ
く
分
か

ら
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
場
で
契

約
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
は
、
業
者
の
許
可
の
有

無
に
つ
い
て
確
か
め
ま
し
ょ

う
。ま
た
、「
料
金
が
安
く
な
る
」

と
説
明
を
受
け
た
場
合
は
、
条

件
や
契
約
期
間
、
解
約
料
に
つ

い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。詳
し

く
は
、
当
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

      

　

４
月
か
ら
電
力
小

売
自
由
化
に
な
り
ま

す
が
、
何
か
し
な
い
と
電
気
が

止
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

何
も
し
な
く
て
も
、

今
ま
で
の
電
力
会
社
か

ら
引
き
続
き
、
電
気
が
供
給
さ

れ
ま
す
。電
気
が
止
ま
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。　

　

電
力
小
売
自

由
化
で
、
経
済
産

業
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
さ
ま

ざ
ま
な
業
種
の
会
社
が
、
電
力

を
消
費
者
に
販
売
し
ま
す
。消

費
者
は
、
会
社
や
料
金
プ
ラ
ン

を
自
由
に
選
択
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

ＱＡ助
言 消費者相談

～「電力小売自由化」は
しっかり比較・検討して契約を～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）
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⾼額医療・
⾼額介護合算制度

　

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両

方
に
自
己
負
担
が
あ
る
世
帯
で
、

１
年
間
（
毎
年
８
月
１
日
〜
翌
年

７
月
31
日
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己

負
担
額
を
合
算
し
て
、
自
己
負
担

限
度
額
に
５
０
０
円
を
加
え
た

額
以
上
の
場
合
は
、
申
請
に
基
づ

き
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
支
給
し

ま
す
。
同
一
世
帯
内
で
も
、
対
象

年
度
の
末
日（
通
常
は
７
月
31
日
）

に
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
ご

と
に
計
算
し
ま
す
。

　

な
お
、自
己
負
担
額
の
合
算
は
、

高
額
療
養
費
や
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
を
受
給
し
た
後
の
自
己
負
担

額
を
合
計
し
て
合
算
し
ま
す
。

■
申
請
手
続
き

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
で

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は
１

月
下
旬
に
、
国
民
健
康
保
険
加
入

で
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は

３
月
下
旬
以
降
に
申
請
書
が
送
付

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
各
医
療
保
険
者
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
計
算
期
間
中

に
保
険
者
の
変
更
な
ど
に
よ
り
、

申
請
書
が
送
付
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
下
表
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

70
歳
以
上
の
人
が
い
る
世
帯
の

自
己
負
担
限
度
額

※ 

１
＝
た
だ
し
、
住
民
税
課
税
所

得
が
１
４
５
万
円
以
上
で
も
要

件
を
満
た
せ
ば
、
申
請
に
よ
り

「
一
般
」
の
区
分
と
同
様
に
な

り
ま
す
。

※ 
２
＝
住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅰ
で

複
数
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

が
い
る
世
帯
の
場
合
は
、
介
護

支
給
分
の
限
度
額
が
31
万
円
と

な
り
ま
す
。

▽ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅰ
＝
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
世

帯
員
全
員
の
各
所
得
が
０
円
の

世
帯
の
人

▽ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅱ
＝
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
Ⅰ
以

所得区分
後期高齢者医療制度
＋介護保険（75 歳以
上の人がいる世帯）

国民健康保険＋介
護 保 険（70 ～ 74
歳の人がいる世帯）

現役並み所得者（住民税課
税所得 145万円以上）※ 1 67 万円

一般（住民税課税所得 145
万円未満） 56 万円

住民税非課税世帯Ⅱ 31 万円
住民税非課税世帯Ⅰ 19 万円（※ 2）

70 歳以上の人がいる世帯の自己負担限度額（年額）
外
の
人

■ 

70
歳
未
満
の
世
帯
の
自
己
負
担

限
度
額

　

70
歳
未
満
の
世
帯
の
自
己
負
担

限
度
額
は
、
平
成
26
年
８
月
〜
27

年
７
月
の
計
算
期
間
の
自
己
負
担

限
度
額
で
す
。

　

な
お
、
平
成
26
年
７
月
以
前
と

27
年
８
月
以
降
は
、
自
己
負
担
額

所得区分「総所得金額等」 国民健康保険＋介護保険
上位所得者（所得 901万円超え） 176 万円
上位所得者（所得 600 万円超え
901万円以下） 135 万円

一般（所得 210 万円超え 600 万円
以下） 67 万円

一般（所得 210万円以下） 63 万円
住民税非課税世帯 34 万円

70 歳未満の世帯の自己負担限度額（年額）が
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

▽ 

国
民
健
康
保
険
加
入
者
＝
医
療

保
険
課（
℡  
８
９
２
・
０
１
２
１
）

▽ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

＝
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課（
℡   

06
・
４
７
９
０
・

２
０
３
１
）

▽ 

社
会
保
険
加
入
者
＝
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
者

▽ 

介
護
保
険
＝
高
齢
介
護
課
（
℡  

８
９
３
・
６
４
０
０
）

　

新
給
食
セ
ン
タ
ー
〝お
り
ひ
め

給
食
セ
ン
タ
ー
〞
は
、
４
月
１
日

（
金
）
か
ら
運
用
を
開
始
し
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
で
調
理
し
た
給
食
が
、

全
市
立
小
・
中
学
校
に
配
送
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

★ 「
学
校
給
食
課
」
の
名
称
変
更

と
移
転

　

現
在
、
青
年
の
家
内
に
あ
る
「
学

校
給
食
課
」
の
執
務
室
が
、
５
月
９

日
（
月
）
か
ら
お
り
ひ
め
給
食
セ
ン

タ
ー
に
移
転
し
、
名
称
が
「
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
」に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

５
月
９
日
以
降
の
給
食
費
の
徴

収
に
関
す
る
事
務
な
ど
は
、
お
り

ひ
め
給
食
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

お
り
ひ
め
給
食
セ

ン
タ
ー（
℡  
８
１
０
・
８
０
１
２
）

〝
お
り
ひ
め
給
食

セ
ン
タ
ー
〞が
完
成

倉治 9丁目 2690 番地の 1

コンビニエンス
　ストア

おりひめ給食センター

ガソリン
スタンド

倉治図書館

倉治郵便局

くらやま幼児園

第二中学校

問い合わせ ⼦育て⽀援課
（   893・6406）

児童扶養⼿当・
特別児童扶養⼿当

　

４
月
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
額
が

変
わ
り
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の
改
定

支 

給
額
（
月
額
）　

下
表
の
と
お

り
対 　

象　

18
歳
に
な
っ
て
か
ら
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童

（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場
合

は
20
歳
未
満
の
児
童
）
で
、
両

親
の
ど
ち
ら
か
が
、
死
亡
・
離

婚
、
ま
た
は
一
定
の
障
が
い
の

状
態
で
あ
る
な
ど
の
児
童
を
監

護
・
生
計
維
持
し
て
い
る
人
、

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童

を
養
育
（
同
居
・
監
護
・
生
計

維
持
）し
て
い
る
人

※ 

再
婚
（
内
縁
を
含
む
）、
父
ま
た

は
母
の
帰
還
、
児
童
を
養
育
し

な
く
な
っ
た
な
ど
、
受
給
資
格

が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
す
ぐ

に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
し
な
い
ま
ま
手
当
て

4 月からの児童扶養手当の額

対象児童数 全部支給 一部支給

1 人目
月額 42,330 円

（以前は 42,000 円）
月額 9,990 円～ 42,320 円

（以前は 9,910 円～ 41,990 円）

2人目 月額 5,000 円を加算（変更なし）

3人目以降 1人増えるごとに月額 3,000 円を加算（変更なし）

を
受
け
て
い
る
と
、
資
格
が
な

く
な
っ
た
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

手
当
て
を
返
金
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

■ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の

改
定

支
給
額（
月
額
）

▽ 

１
級
＝
５
万
１
５
０
０
円
（
以

前
は
５
万
１
１
０
０
円
）

▽ 

２
級
＝
３
万
４
３
０
０
円
（
以

前
は
３
万
４
０
３
０
円
）

対 　

象　

20
歳
未
満
で
、
政
令
に

規
定
す
る
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
母

（
主
と
し
て
児
童
の
生
計
を
維

持
す
る
い
ず
れ
か
１
人
）
か
、

父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育

（
同
居
・
監
護
・
生
計
維
持
）

し
て
い
る
人

■
受
給
条
件

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
、
公
的
年
金
給
付
と

の
関
連
や
所
得
制
限
、
支
給
要
件

な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

※ 

手
当
て
を
受
け
て
い
る
人
で
、

障
が
い
の
程
度
・
住
所
・
名
前

な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
次
回
の
定
時
払
い

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
に
、
４
月
11
日
（
月
）

で
す
。

　

保
育
所
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

子
ど
も
の
保
育
料
な
ど
の
取
り
扱

い
が
、
次
の
と
お
り
一
部
変
更
と

な
り
ま
す
。

■ 

28
年
３
月
末
日
で
、
旧
年
少
扶

養
控
除
の
取
り
扱
い
が
終
了
し

ま
し
た

　

27
年
度
か
ら
、
国
の
制
度
改
正

に
よ
り
、
保
育
料
の
算
定
方
法
が

問い合わせ こども園課
（   893・6407）

保育料などの
取り扱いが⼀部変更

変
更
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
所
得
税

か
ら
市
町
村
民
税
に
よ
る
計
算
と

な
り
、
年
少
扶
養
控
除
な
ど
の
廃

止
に
伴
う
影
響
も
考
慮
し
な
い
取

り
扱
い
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
27
年
度
は
市
の
経
過

措
置
と
し
て
継
続
し
て
い
ま
し
た

が
、
28
年
３
月
末
日
を
も
っ
て
終

了
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

扶
養
人
数
や
所
得
が
同
じ
で
あ
っ

て
も
、
保
育
料
に
変
更
が
生
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■ 

多
子
・
ひ
と
り
親
世
帯
な
ど
の

保
育
料
軽
減
が
始
ま
り
ま
す

　

国
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
28
年

度
に
お
け
る
幼
児
教
育
の
段
階
的

無
償
化
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
、
年
収
約
３
６
０
万
円
未
満
相

当
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
従
来
の

多
子
軽
減
に
お
け
る
年
齢
の
上
限

を
撤
廃
し
ま
す
。

　

ま
た
、
年
収
約
３
６
０
万
円
未

満
相
当
の
ひ
と
り
親
世
帯
お
よ

び
、
障
が
い
児（
者
）の
い
る
世
帯

に
つ
い
て
は
、
負
担
軽
減
措
置
を

拡
大
し
、
第
１
子
に
つ
い
て
は
現

行
階
層
の
半
額
、
第
２
子
に
つ
い

て
は
無
償
化
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

※ 

保
育
料
な
ど
の
詳
し
く
は
、
こ

ど
も
園
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問い合わせ 各担当課
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市政のうごき市政のうごき

　

28
年
度
の
納
税
通
知
書
の
発
送

時
期
、
納
期
限
は
下
表
の
と
お
り

で
す
。

■ 

口
座
振
替
制
度
の
ご
案
内

　

市
税
（
市
・
府
民
税
〈
普
通
徴

収
〉、固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
）
の
納
付
に
は
、
便

利
で
確
実
な
口
座
振
替
（
自
動
払

込
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
は
、
市
内
の
金
融
機

関
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便

局
窓
口
に
口
座
振
替
申
込
書
が
あ

り
ま
す
。納
期
限
の
１
か
月
前
ま

で
に
、
申
込
書
に
記
載
の
あ
る
市

指
定
金
融
機
関
の
窓
口
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
前
納（
全
期
一
括
）を
希

望
す
る
人
は
、
固
定
資
産
税
・
都

税　目 市・府民税
（普通徴収）

固定資産税
都市計画税 軽自動車税

納税通知書
発送時期 6月上旬 5月上旬 5月上旬

第 1期納期 6月 30日（木） 5月 31日（火）5月 31日（火）

第 2期納期 8月 31日（水） 8月　1日（月） ー

第3期納期 10月 31日（月） 9月 30日（金） ー

第4期納期 12月 26日（月）11月 30日（水） ー

問い合わせ 税務室
（   892・0121）

28 年度の
市税の納期

市
計
画
税
は
４
月
末
ま
で
、
市
・

府
民
税
は
５
月
末
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
引
き
落
と
し
は
各
納
期

限
の
日
に
指
定
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
ま
す
。

※ 

口
座
振
替
申
込
書
は
、
市
外
の

金
融
機
関
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
市
外
金
融
機
関
を
利
用
す

る
場
合
は
、
税
務
室
納
税
管
理

係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

社
会
保
障
・

      

税
番
号
制
度

〜 

１
人
に
１
つ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー 

〜

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

問 

い
合
わ
せ　

市
民
課（
℡  
８
９
２
・
０
１
２
１
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
の
取
得
申
請
を
し

た
人
に
は
、
市
役
所
か
ら
交
付
通

知
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。
は
が

き
を
受
け
取
ら
れ
た
ら
、
記
載
さ

れ
て
い
る
交
付
日
時
や
必
要
書
類

を
確
認
の
上
、
期
限
内
に
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
請
か

ら
受
け
取
り
ま
で
は
、
約
２
か
月

か
か
り
ま
す
。

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
は
本
人
に
限
り
ま
す
。
た
だ

し
、
病
気
な
ど
で
や
む
を
得
な
い

場
合
は
、
代
理
人
に
受
け
取
り

を
委
任
で
き
ま
す
。
事
前
に
市

民
課
ま
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

交 

付
場
所　

市
役
所
本
館
１
階　

市
民
課

交 

付
日　

平
日
の
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
30
分

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
送

状
況
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
総
合
サ
イ
ト
（https://

w
w
w
.kojinbango-card.go.

jp/kofushinse/index.htm
l

）

で
確
認
で
き
ま
す
。

❖ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
〈
４
月
１
日
（
金
）
〜
〉

電 

話
番
号　

０
１
２
０
・
95
・
０

１
７
８
（
無
料
）

対 

応
時
間　

平
日
の
午
前
９
時
30

分
〜
午
後
８
時
、
土
・
日
曜
日
、

祝
日
の
午
前
９
時
30
分
〜
午
後

５
時
30
分

コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得

す
る
と
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
、
住
民
票
な
ど
の
証

明
書
が
取
得
で
き
る
「
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
」
が
利
用
で
き
ま

す
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
４

桁
の
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
）。

取 

得
で
き
る
証
明
書　

住
民
票
、

印
鑑
証
明
書
、
戸
籍
謄
・
抄
本

と
戸
籍
の
附
票
（
本
籍
地
が
交

野
市
の
人
の
み
）、
最
新
年
度

の
本
人
の
課
税
証
明
書
（
住
民

票
が
交
野
市
に
あ
り
、
交
野
市

で
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
み
）

利 

用
時
間　

午
前
６
時
30
分
〜
午

後
11
時
ま
で
（
12
月
29
日
〜
１

月
３
日
を
除
く
）

利 

用
場
所　

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ

ブ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

ロ
ー
ソ
ン
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン

ク
ス

※ 

住
基
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド
で
は
、
証
明
書
の

取
得
は
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
場
所
の
変
更

問い合わせ 医療保険課
（   892・0121）

後期⾼齢者医療の
お知らせ

■
28
・
29
年
度
の
保
険
料

　

保
険
料
は
２
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
て
お
り
、
28
年
度
か
ら
保
険
料

率
が
変
わ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
算
定
式
は
左
図
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

■ 

保
険
料
の
軽
減

① 

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す（
下
表
の
と
お
り
）。

※ 

基
礎
控
除
額
な
ど
の
数
値
は
、

今
後
の
税
制
改
正
な
ど
に
よ
り

変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※ 

軽
減
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す

る
総
所
得
金
額
な
ど
に
は
、
専

従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特
別

控
除
の
税
法
上
の
規
定
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

当
分
の
間
、
年
金
収
入
に
つ
き

公
的
年
金
等
控
除
を
受
け
た
65

歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
は
、
公

的
年
金
な
ど
に
係
る
所
得
金
額

か
ら
15
万
円
が
控
除
さ
れ
ま

す
。

※ 

世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場

合
で
も
、そ
の
世
帯
主
の
所
得
が

軽
減
判
定
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

② 

所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の

内
、
算
定
に
か
か
る
所
得
金
額

が
58
万
円
以
下
（
年
金
収
入
の

み
の
場
合
は
２
１
１
万
円
以

被保険者均等割軽減の所得判定区分 軽減
割合

軽減後の
額（年額）

①
下欄②に属する被保険者であり、当該世帯の被保険者全員の各
所得が 0円であるとき（ただし、公的年金等控除額は 80万円と
して計算する）

9割 5,164 円

② 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが、基礎控除額（33万円）を超えないとき 8.5 割 7,747 円

③
世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基
礎控除額（33万円）＋ 26万 5,000 円×被保険者の数】を超え
ないとき

5割 25,824円

④ 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基礎控除額（33万円）＋ 48万円×被保険者の数】を超えないとき 2割 41,319円

■
保
険
料
通
知
の
送
付
時
期

　
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
ま

た
は「
納
入
通
知
書
」は
、
７
月
中

旬
に
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

７
月
以
降
に
被
保
険
者
と
な
っ

た
人
に
は
、
８
月
以
降
に
順
次
、

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

■ 

28
年
２
月
に
保
険
料
を
年
金
天

引
き
で
納
付
し
た
人

　

４
・
６
・
８
月
の
年
金
受
給
時

に
、
２
月
に
年
金
天
引
き
さ
れ
た

金
額
と
同
額
を
仮
徴
収
額
と
し
て

年
金
天
引
き
し
ま
す
。
な
お
、
保

険
料
額
の
通
知
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
簡
易
申
告
書
の
送
付

　

保
険
料
の
軽
減
、
自
己
負
担
割

合
や
自
己
負
担
限
度
額
の
判
定
は

所
得
情
報
を
基
に
行
い
ま
す
。そ

の
た
め
所
得
情
報
の
な
い
人
に

は
、
６
月
頃
に
簡
易
申
告
書
を
送

付
し
ま
す
。

■
健
康
診
査
費
用
の
助
成

　

４
月
下
旬
、
被
保
険
者
に
「
健

康
診
査
受
診
券
」
を
送
り
ま
す
。

年
度
途
中
に
75
歳
に
な
る
人
に

は
、
誕
生
月
の
翌
月
初
旬
に
順
次

送
り
ま
す
。

　

広
域
連
合
が
指
定
す
る
医
療
機

関
で
、有
効
期
限
ま
で
無
料
（
年
度

中
１
回
）
で
受
診
で
き
ま
す
の
で
、

事
前
に
医
療
機
関
な
ど
に
予
約
し
、

受
診
券
と
被
保
険
者
証
を
持
っ
て

下
）
の
人
は
、
所
得
割
額
が
５

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

③ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の

健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

は
、
所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
９
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

３
月
に
75
歳
に
な
る
人
に
は
、

４
月
に
受
診
券
を
送
り
ま
す
の

で
、
受
診
は
翌
年
度
に
な
り
ま

す
。

■
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助
成

　

被
保
険
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
場
合
、費
用
の
一
部
を
助
成

（
年
度
中
１
回
）し
て
い
ま
す
。

　

助
成
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
す
る
ま
で
の
間
は
、領
収
書
な

ど
を
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
額　

上
限
２
万
６
０
０
０
円

申 

請
に
必
要
な
も
の　

人
間
ド
ッ

ク
の
領
収
書
、
人
間
ド
ッ
ク
の

検
査
結
果
通
知
書
な
ど
の
写

し
、
被
保
険
者
証
、
口
座
情
報

が
分
か
る
も
の
、印
鑑

申
請
窓
口　

市
医
療
保
険
課

■
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
事
務
局

▽ 

保
険
料
、
被
保
険
者
資
格
、
被

保
険
者
証
な
ど
＝
資
格
管
理
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８
）

▽ 

給
付
事
務
、
保
健
事
業
（
健

康
診
査
）、
医
療
費
通
知
、
レ

セ
プ
ト
点
検
な
ど
＝
給
付
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
）

■  

保
険
料
の
納
付
、そ
の
他
各
種

届
出
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

▽ 

市
医
療
保
険
課

年間保険料（※ 1）

＝

被保険者均等割額〈被保険者
1人あたり 5万 1,649 円〉

＋

所得割額〈賦課の基となる所
得金額（※ 2）× 10.41％〉

（ ※ 1）保険料年額の限度
額は 57万円です。
（ ※ 2）前年の総所得金額・
山林所得金額・他の所
得と区分して計算される
所得の金額の合計額から
基礎控除額 33 万円を控
除した額です（雑損失の
繰越控除額は控除しませ
ん）。

保険料の算定式
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